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【本市の方向性】

・市内のほぼ全域が住宅地、空家の適正管理・利活用等
は全市域の共通問題（空家等の活用促進を図る地域を限
定するものではない）

・老朽建築物等の建替えや除却に対する財政支援を実施
し、良質な住宅への建替えを促進、狭小・接道不良敷地
を解消し、良好な宅地の形成を促進（守口市住宅密集地
区整備計画より）

👉現時点で、空家等活用促進区域の設定の予定なし



管理不全空家
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【本市の方向性】

・市内全数調査時（H28年度）に把握したCランク空家の定期的
な状況確認

・管理不全な空き家等があれば、随時所有者を探索、法第12条に
基づく「情報の提供、助言その他必要な援助」等を実施

・必要に応じて特定空家として認定、法第22条に基づく指導・助
言、勧告を実施

・管理不全空家の認定に向けて、認定フローや判定表の改訂、空
家等対策計画の見直しの検討

👉来年度以降、管理不全空家制度の運用を進める。

※本協議会の意見聴取を経たうえで運用開始予定



財産管理制度
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【本市の方向性】

所有者が不明等な空家等について、

・利害関係者がいる場合

👉財産管理制度の活用も視野に入れた対策の検討を助言

・利害関係者がいない場合

👉市が請求人として財産管理制度の活用について検討

※同様事例の検討、予納金などの予算措置と回収見込み等



空家等管理活用支援法人
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【本市の方向性】

・現在２社と包括連携協定を締結し、空家等に関する法
律相談等を実施

・大阪府が実施する空家等管理活用支援法人への指定希
望法人と府内市町村のマッチング事業に参加。

👉引き続き空家等管理活用支援法人の指定に向け検討

※包括連携協定でも同様の事業を実施しており、空家等管理活用
支援法人と包括連携協定との相違点などの整理が必要


